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若楠児童発達支援センターでは、 
次のような事業をおこなっています 

地域 
〇保育所等訪問支援事業〇 

  支援を必要とする児童の保育所等（学校含

む）に訪問し、本人がより良い集団生活を

送れるように訪問先の事業所と共に支援を

行います。 

 

〇佐賀県児童発達支援センター機能強化事業〇 

・発達相談（予約制） 

・親子教室、チャレンジ教室(療育指導教室) 

・訪問相談 

・研修会、学習会 

 

令和７年度実施  研修会・学習会 

  地域：就学準備学習会（令和 8 年 3 月 14 日） 

 

職員研修：・虐待防止委員会（身体拘束委員会）  

       ・感覚統合 ・障害特性とアセスメントの視点 ・ご家族との関わり方（心理） 

 

  

✿発達支援     ✿家族支援     ✿地域支援 
  

通所 
〇児童発達支援事業〇 

 フレームワークを活用し、より主体的・自

発的に生活できるよう支援をおこなっていま

す。また、関係機関（保育園・幼稚園・他事

業所・重心医療など）との連携もおこなって

います。 

 

〇放課後等デイサービス事業〇 

活動を通して集団生活への適応を高め、 

自立や社会生活の充実を目指しています。

年に 2 回程度、職員が学校へ授業の見学に伺

い、情報共有・相談対応をおこなっていま

す。 

 

保育士（常勤７名） 

社会福祉士（常勤１名） 

児童指導員（常勤１名） 

言語聴覚士（常勤 1 名、非常勤 1 名） 

作業療法士（常勤１名） 

理学療法士（常勤１名） 

臨床心理士（常勤１名） 

公認心理師（常勤１名） 

看護師（常勤１名） 

強度行動障害支援者養成研修修了者 3 名  

センターで働いている職員 

若楠児童発達支援センター  

   児童発達支援管理責任者の役割 

 

子ども一人ひとりの発達状況や、ご家族の

思いを大切にしながら、個別支援計画の作成

や見直しを行なっています。 

日々の支援がより良いものとなるよう、職

員間の連携を図り、必要に応じて関係機関と

も協力をしながら、お子さまの成長を支えて

います。 


